
申請手続きの流れ(承認工事) 

道路工事等承認につきましては、申請から承認までの標準処理期間が７日と

なっております。余裕をもって申請書を提出してください。 

 

1 申請  

(1)承認工事の申請内容によって協議が必要な場合がありますので、事前に土木事

務所までご相談ください。 

(2) 道路工事等承認申請書を1部作成し、必要な書類を添付してください。  

(3) 土木事務所に提出してください。郵送でも可能ですが、承認書を送付するた

めの、切手添付した返信用封筒を同封してください。  

 

2 書類審査  

(1) お急ぎの場合は土木事務所までご相談ください。  

(2) 書類内容の修正、変更等を指示する場合があります。 

  

3 承認(道路工事等)  

(1) 土木事務所が、提出された道路工事等承認申請書の内容に問題がないと判断 

した場合は、道路工事等承認の申請者に、道路工事等承認書を発行します。  

(2) 道路工事等承認の申請者は、発行された道路工事等承認書を、土木事務所ま 

で受け取りに来てください。  

(3) 道路工事等承認書の郵送をご希望の場合は、必要分の切手を貼付した返信用 

の封筒を土木事務所に提出してください。  

 

4 着手届  

承認工事に着手する前に、着手届を提出してください。  

 

5 工事期間中における承認者の義務  

(1) 仮復旧等を含む未完了の工事箇所は、承認者の責任において管理しなければ 

なりません。路面状態を常に監視し、事故等の防止に努めてください。  

(2) 冬期間(概ね12月1日から翌年の3月31日までの間) に承認工事を行う場合、 

工事箇所及び道路工事等により市が行う道路の除排雪が困難になる区間は、工 

事の期間中、承認者の責任において除排雪しなければなりません。その他、気に



なる点があれば、事前に協議すること。  

6 完了届  

(1) 承認工事終了後は、完了前後の写真及び完了届を提出し、確認を受けてくだ

さい。  

(2)完了届を提出するまでは、承認者の責任において現場管理をしなければなりま

せん。  


